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JSG ニュースレター 

<Tax> 

「企業M＆A法」の一部条文改正案が 

行政院の審議を通過 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

2021年 12月 30日付で「企業M＆A法」（中国語：企業併購法）の一部条文

改正案が行政院の審議を通過しました。企業 M＆A 法は、2002 年の公布・施行以

降、2 度の改正が行われており、直近の改正公布日は 2015 年 7 月 8 日となっていま

す。今般の改正案は、M＆A（Mergers and Acquisitions、合併と買収）に係る柔

軟性の向上、および株主権益の保護に対する各界の要望に応え、経済部が 2020 年

10月 7日付で予告していたもので、このほど、行政院の審議を通過しました。本改正案

では、株主権益の保護、M&A の柔軟性および効率性の向上、友好的 M&A に係る

税制が三大ポイントとなっています。新規追加および改正の主な内容は、以下のとおり

です。 

 

改正の要点 条文 新規追加/改正の内容 

株主の権益の

保護 

第 5 条 

 M&A 取引に係る取締役の利害関係および M

＆A 決議に賛成または反対している理由を、株

主総会の招集理由において記載しなければなら

ない旨の規定を追加する。 

第 12 条 
 M&Aに反対投票している株主の投資撤退の機

会を確保し、その株式の財産権を保障するた

http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
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め、M＆A 取引に反対票を投じた株主も株式

買取請求権を行使できる旨の規定を追加する。 

M＆Aの柔軟性

と効率性の向上 

第 18 条

第 29 条

および 

第 36 条 

 M＆A の柔軟性および効率性の向上のため、M

＆A 取引について、株主総会決議を必要とせ

ず、取締役会決議のみとできる場合の適用要

件を緩和する。適用要件は、以下のとおりであ

る。 

1. 合併・買収側が発行する新株が発行済み

株式総数の 20％を超過しない場合、または 

2. 合併・買収側が支払う株式、現金およびそ

の他の資産の対価に係る総額、分割会社

の分割譲渡する事業価値がその純資産の

20％を超過しない場合（現行は 2％） 

友好的M&Aに

かかる税制 

第 40 条

の 1 

（新規追加） 

 M&A によって取得した各無形資産の範囲を明

文化し、実際の取得原価に基づき、法定耐用

年数または 10 年で均等償却することができる旨

を定める。 

第 44 条

の 1 

（新規追加） 

 スタートアップ企業の友好的 M＆A 環境を整え

るため、合併・買収されたスタートアップ企業の個

人株主が取得した株式の対価について、新たに

規定追加。所得税法の規定に基づき算出した

配当所得について、取得の次年度から起算して

3 年目まで所得の全額を繰り延べ、3 年目から

の 3 年間にわたって均等課税することを選択でき

る旨を定める。 

 前項のスタートアップ企業は、以下の要件に合

致していなければならない。 

1.設立登記から合併・買収決議まで 5 年未満

である。 

2.非公開会社である。 

 

勤業衆信の見解 

1. 今般の改正案では、株主権益の保護に対する改正に加え、合併・買収側

の規模が被合併・買収側に比してかなり大きい場合である非対称型 M&A

（中国語：非對稱併購）に係る適用範囲も拡大されており、台湾国内

企業の M&A の活性化にとって大きな効果が見込まれます。 

2. 新規追加された第 40 条の 1 では、M&A の実務上、一般的に計上される

識別可能な無形資産を勘案し、無形資産の範囲を明文化しています。ま

た、実際の取得原価に基づき、一定の年数で均等償却することができる旨

を定めています。なお、識別できない部分は、企業 M&A 法第 40 条に基づ

き、のれんとして計上します。これは、企業の合併・買収原価の一部が課税

所得額から控除できないという不合理な現状を改善し、租税の応能負担の

原則を実現するものです。    

3. このほか、今般の改正案では、スタートアップ事業に対する友好的 M&A の

環境づくりのため、合併・買収されたスタートアップ企業の個人株主が受け取

る株式の対価に係る規定を追加しました。所得税法の規定に基づき計算し

た配当所得について、取得の次年度から起算して 3 年目まで所得の全額を

繰り延べ、3年目からの 3年間にわたって均等課税することを選択できます。



これにより、スタートアップ事業の株主の税負担が適切に軽減されることから、

M&A の発展にとって助けとなります。   
 

 

【参考資料(中国語)】 

行政院新聞稿： 

https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/f0f2aed8-3cb7-4369-8fa3-

00d6ce487eee 

経済部作成 企業 M&A 法の改正に係る説明：  

https://www.ey.gov.tw/File/1B56E2BCCEF2C5F7?A=C 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

行政院通過「企業併購法」部分條文修正草案 

 

 

 

  行政院會 30 日通過「企業併購法」部分條文修正草案，將函請立法院審

議。企業併購法自 91 年公布施行後歷經二次修正，最近一次修正公布日期為

104 年 7 月 8 日，此次修法為回應各界對於增加併購彈性及保障股東權益之

呼籲，經濟部於 109 年 10 月 7 日預告「企業併購法」部分條文修正草案，今

經行政院審查通過，本次修法有三大要點，包括：保障股東權益、增加併購

彈性及效率、友善併購租稅環境等修法方向。謹提供本次增訂/修訂之重點內

容如下供參。 

修法方向 條次 增訂/修訂內容 

保障股東權益 

第 5 條 

 修訂董事就併購交易之自身利害說明及贊

成或反對併購決議之理由，應於股東會召

集事由中敘明。 

第 12 條 

 為確立投票反對併購股東之退場機制以保

障其股份財產權，爰增訂投票反對併購之

股東亦可行使股份收買請求權。 

增加併購彈性

及效率 

第 18 條、 

第 29 條及 

第 36 條 

 為增加併購之彈性與效率，放寬併購毋須

經股東會決議，僅須由董事會決議之適用

要件： 

1. 併購公司發行新股未超過已發行股

份總數 20%；或 

2. 併購公司支付股份、現金及其他資

產之對價總額，以及被分割公司分

http://www2.deloitte.com/tw/tc.html
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割讓與之營業價值，不超過其淨值

之 20%(原規定為 2%) 

友善併購租稅

環境 

第 40 條之

1 

 本條新增，明定併購取得之各項無形資產

範圍，得按實際取得成本於按法定享有年

限或 10 年內平均攤銷。 

第 44 條之

1 

 本條新增，為促進友善併購新創公司環

境，增訂被併購新創公司之個人股東所取

得之股份對價，依所得稅法規定計算之股

利所得，得選擇全數延緩至取得次年度之

第三年起，分三年平均課徵所得稅。 

 新創事業要件包括： 

1. 設立登記至決議併購未逾 5 年； 

2. 2.未公開發行股票之公司。 

 

勤業眾信觀點 

1. 本次修法針對股東權益保障予以修正外，又加以放寬非對稱併購適用

範圍，對於活絡國內企業併購活動將會產生更大的助益。 

2. 本次企業併購法修正草案增訂 40 條之 1，考量併購實務常見認列之可

辨認無形資產，明訂無形資產範圍，並得按實際取得成本於一定年限

內平均攤銷；而剩餘無法辨認者，則按企業併購法第 40 條認列為商

譽。以改善目前企業部分併購成本，無法自課稅所得額減除的不合理

現象，落實量能課稅原則。  

3. 此外，本次修法為能友善併購新創事業環境，增訂被併購新創公司之

個人股東所取得之股份對價，依所得稅法規定計算之股利所得，得選

擇全數延緩至取得次年度之第三年起，分三年平均課徵所得稅，將可

適度減輕新創事業股東之納稅壓力，有助於併購活動的發展。 

 

【參考資料】 

行政院新聞稿： 

https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/f0f2aed8-3cb7-4369-

8fa3-00d6ce487eee 

經濟部發行之企業併購法修正說明： 

https://www.ey.gov.tw/File/1B56E2BCCEF2C5F7?A=C 

 
 

 

   

 

日商組新聞稿之歷史消息請點這 

日商組官方網站請點這 
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